
（社）日本原子力学会 

第 5 回倫理委員会議事要旨 

 

日 時   Ｈ14．7．16（火）13：30～17：40 

場 所   日本原子力学会会議室 

出席者   西原、宅間、班目、安藤、鈴木、中安、樋口、矢野の各委員（8 名） 

配布資料 

  資料 5－1 第 4 回倫理委員会議事要旨（案） 

  資料 5－2 原子力学会倫理規程改定提案（中安） 

  資料 5－3 原子力学会倫理委員会ＨＰ 

  資料 5－4 ＮＰＯ法人エネルギーネットの学会倫理規程参照に関するメール 

  参考資料 5－1 日本工学教育協会「原子力施設における技術者倫理と安全管理」 

  参考資料 5－2 日本工学教育協会委員会ＧＮＦ－Ｊ訪問議事録 

  参考資料 5－3 技術者倫理教育と価値共有プログラム（第一報）、安藤・札野、日本工

学教育協会発表会 

  参考資料 5－4 技術者集団の行動規範と価値共有プログラムの可能性－原子力事業者

の試みを中心に、安藤・札野、日本機械学会講演会 

  参考資料 5－5 科学技術の倫理とリスク研究会予告（8 月 31 日、京大会館） 

 

議事 

１．資料 5－1 に基づき前回議事要旨を確認した。なお、事務局以外の全出席者名（講演者、

傍聴者）を記載すること、資料番号は議事要旨のものを正式のものとすること（会議の場

では無番のものにも番号をつけること）、講演者との質疑なども内容がわかる程度には記

載し講演者の了承をとること（今回は了承済み）、議事要旨はＨＰで公開するのでプライ

バシー保護などのため公開が好ましくないものは委員会で審議し削除すること、を確認し

た。 

２．前回会合資料 4－3 と資料 5－2 を用いて、提案のあった条文の改訂案を順次検討した。

なお、倫理規程をホームページに掲載し、対応する憲章と行動の手引にリンクを張る、字

句の定義集なども用意する方向で検討しそれともリンクを張る、などにより分かりやすく

することを念頭において改訂を進めることとした。検討の結果決定された改定案は別紙に

示すこととし、以下には議論の要点を示す。 

（１）前文について 

1) 提案のあった「予防原則の重視」や「国際的視野、国際協力・協調」は必要なら行動

指針に入れる。 

2) 「人類の福祉と持続的発展」と「地域と地球の環境保全」の関係は、前者が目的、後

者はそれを達成するための目標で、優先度も前者が上である。両者の関係は、この順



番に並べたことで理解いただく。なお、原子力は目的・目標へ到達するための手段で

ある。 

3) 「持続的発展」は「量的成長」とは一線を画した概念であり、質的向上を強調し量的

には状況維持であっても良いとするものである。 

（２）憲章について 

1) 第 1 条の諸課題とはいわゆるトリレンマを指す。これは行動の手引とリンクさせるこ

とで明確になる。 

2) 第 2 条はまず物理的な安全の追求、次いで信頼感を通じてしか得にくい安心感獲得へ

の努力を求めるものなので、「安全な社会生活を可能に」などは加えずこのままとす

る。「公衆の安全」の「公衆」の必要性について意見交換があり、これがないと労働

安全ととられるとしてこのままとすることになった。 

3) 現状の第 3 条は「努める」と「努力する」の使い分けに問題があり、自らの向上は「図

る」と言い切るべきことから、その方向に改訂する。 

4) 第 4 条の「能力」は第 3 条の「専門能力」と違い、今後獲得しうる「専門能力」も含

むという意味で、一応このままとする。もしより明確な言葉があれば見直す。なお、

「過信」への警告などは必要なら行動の手引に入れる。 

5) 第 5 条は、まず情報確認、そして公開＝説明責任の重要性を述べているが、その延長

上に「社会における調和」があるのでつけ加える。なお「社会との調和」では社会と

自己を対比した表現となるが、自己も社会の一員であることから「社会における調和」

とする。 

6) 第 6 条は努力するだけでなく判断せよという意味なので、「努力する」は削除する。

なお、判断を下せない状況ではどうすべきかについて意見交換があり、その場合でも

専門家としてなすべき行動をすることがまさに「判断」であるとなった。 

7) 第 7 条でいきなり「契約」が出てくることに違和感があるという意見が多く、また契

約順守は一般条項的である。しかし一般条項であっても契約順守は専門家として重要

条項であり、「他の条項に抵触しない限り」としていることに原子力の特色があるの

で、その意図がはっきり見えるような文章とする。 

8) 第 8 条のうち、「誇り」については異論なかったが、「栄誉」については違和感がある

との意見も多かった。代案として「社会的評価」なども出たが、意図するところは評

価などよりもっと上のものであるということで、結論に至らなかった。とりあえず「そ

の職に与えられている栄誉」を「その職に備わった栄誉」と修正し、さらに検討を続

けることとした。なお、「職」とは profession であり、勤務先の職だけでなく学会な

どの委員のような職も含む。「職」以外の適切な表現がないので、これは「職」とす

る。 

9) 「人類」「公衆」「社会」の使い分けについては資料 5－2 の中安委員の定義案で原則

正しいということでほぼ意見の一致をみた。 



（３）行動の手引について 

1) 行動の手引きの前文は制定委員会での十分な検討を経たものでないので、全面改訂を

目指す。なお、行動の手引前文は現状では 

第 1 段落＝位置付けの解説（同時に、寄せられた意見への回答） 

第 2～5 段落＝前文の解説 

第 6，7 段落＝寄せられた意見への回答として入れたもの 

という複雑な構成になっている。そもそもこの形でここにおくべきかどうかも検討す

る。なお、第 6，7 段落などはある意味では当然の内容で、倫理規程とはどういうも

のかよく理解されている外国ではあまり見られないとの発言もあった。 

2) 表現上の問題はそのほとんどの改訂提案を拝承する。なお、文末に用いる「努める」

「努力する」「行動する」などの使い分けは次回見直す。ただし自分だけで達成でき

るものは「・・（行動）する」とし、他者の反応次第のものは「努める」などとする

ことは確認した。また、文末に同じ表現が重ならない工夫として多少違う表現をする

ことは許すこととした。「努める」は際限なく続けるべきもの、「努力する」は相手が

あって成果が見極めがたいもの、に用いるという説については、そうとも言い切れな

いとの意見があって結論が出なかった。 

3) 1－3 の「快適な生活の確保」だけでは国際的には生存そのものが危険にさらされてい

る人も多いことへの配慮が不足することから、「生存の質の向上」も追記することと

した。 

4) 2－5 では「権限を有する者への働きかけまで書かれているが、権限を有する者の義務

が書かれていないのはバランスを欠くということで、追記することとした。 

5) 3－3 の「周囲の者」は、所属する組織の者、顧客、規制当局の者まで含むことが確認

された。これは「専門能力を有すべき者」なので、それを明記することとした。 

6) 3－4 に入っていた「専門家でない周囲の者には・・分かりやすく説明する。」は説明

責任の項 5－5 と重複するので削除する。 

7) 4－1 の「時間不足」が能力不足の一部なのは自明であり、一方「資金不足」は逆に能

力不足とは違う問題である。資金不足からくる問題の回避は必要なら別項目として書

くこととし、この 1 行は削除することとした。 

8) 4－2 でいきなり組織の変革を求めているが、組織構造自体の変革よりまず構成員の意

識改革が大切なことから、これをつけ加える。 

9) 5－4 でプライバシーの保護まで書くと、経営に関わる情報の保護など際限なくなる。

法に定めてある全項目を書くと、限定的になりすぎる。あくまで例示に止めるべきだ

が、核物質防護はタイムリーな内容なので加える。 

10) 5－5 の説明責任は専門家へのもの、非専門家へのものを分けてきちんと書く。 

11) 5－6 として＜社会における調和＞を加える。 

12) 憲章第 6 条の「判断する」に対応する行動の手引がないが、必要か検討を要する。 



13) 7－1 から 7－4 は原子力の規範としても大切なので残す。 

14) 憲章第 8 章と 8－1、8－2 は必ずしも対応していない。やむをえない面もあり、当面

このままとする。 

（４）今回審議した部分で次回会合までの大きな宿題は次の通り 

1) 憲章第 8 条の「栄誉」について、直すならその案を出す。 

2) 行動の手引前文についてどのように直すか、案を持ち寄る。 

3) 文末「努める」「努力する」などについて、全ての条項を見直す。 

３．資料 5－3 によりホームページ改訂の基本方針の説明があり、了承された。修正や追加

項目があれば鈴木委員に連絡することとなった。また、安藤委員からアルバイト学生にこ

の情報を伝え、些少ながらアルバイト代を委員会経費から払って作業してもらうこととし

た。まずは学会に委員だけしかアクセスできないページを作り、委員会で検討した後、公

開することとした。 

４．倫理委員会として研究公募に応募することについて意見交換があった。委員会の本来の

任務、例えば調査や教材作りで応募できるようなテーマの公募もあると考えられることか

ら、積極的に公募情報を集めるとともに、委員の研究実績など応募に必要なデータはあら

かじめ収集しておくなどの事前準備も心掛けることとした。 

５．資料 5－4 に基づいてＮＰＯとの間であったやりとりの紹介があった。倫理規程は制定

過程に意義があるので自らその努力をすることが望ましいこと、したがって参考にするの

は結構だが委員会を傍聴するなどの姿勢は求めたいことなどの意見があった。関連して、

学会の倫理規程をその文面だけでなく背景まで広める努力を我々ももっとすべきとの意

見もあった。 

６．倫理委員会の活動をもうすこし外部に発信し、普及活動をしてはどうかとの議論があっ

た。その方法として、倫理講習認定証を発行するような講習会を企画してはとの提案が成

合委員からあったことが紹介され、どのような講習会なら実施可能か宅間副委員長と樋口

委員、中安委員が検討することとなった。 

７．次回は 10 月 2 日か 3 日の午後に開催することとし、宿題事項をそれまでに作業しても

らうこととした。これについては別途幹事から送付することとした。 
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日本原子力学会倫理規程 

2002 年 7 月 16 日修正版 

原子力がは人類に著しい利益をもたらすとともに，大きな災禍をも招く可能性が

ある。このことを我々日本原子力学会員は常に深く認識し，原子力による人類の福

祉と持続的発展ならびに地域と地球の環境保全への貢献を希求する。 

そのため原子力の研究，開発，利用および教育に取り組むにあたり，公開の原則

のもとに，自ら知識・技能の研鑚を積み，自己の行為に誇りと責任を持つとともに

常に自らを省み，社会における調和を図るよう努め，法令・規則を遵守し，安全を

確保する。 

日本原子力学会は，これらの理念を実践するため，我々日本原子力学会員は，そ

の心構えと言行の規範をここに制定する。 

  

  
憲 章 

  

１．会員は，原子力の平和利用に徹し，人類の直面する諸課題の解決に努める。 

２．会員は，公衆の安全を全てに優先させてその職務を遂行し，自らの行動を通じて

公衆が安心感を得られるよう努力する。 

３．会員は，自らの専門能力の向上に努めるとともにを図り，あわせて関係者の専門

能力も向上についても努力するするように努める。 

４．会員は，自らの能力の把握に努め，その能力を超えた業務を行なうことに起因し

て社会に重大な危害を及ぼすことがないよう行動する。 

５．会員は，自らの有する情報の正しさを確認するよう心掛け，公開を旨とし説明責

任を果たすよう行動するし，社会における調和を図るように努める。 

６．会員は，事実を尊重し，公平・公正な態度で自ら判断を下すよう努力する。 

７．会員は，自らの業務に関する契約が本憲章の他の条項に抵触しないかぎり，専門

の業務に関しその契約のもとに誠実に行動する。 

８．会員は，原子力に従事することに誇りを持ち，その職に与えられている備わった

栄誉を高めるよう努力する。 
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行動の手引  

2002 年７月 16 日修正版 

本倫理規程は日本原子力学会員の専門活動における心構えと言行の規範について書き示

したものである。我々会員はこれを自分自身の言葉に置き直して専門活動の道しるべと

することを宣言する。  

 我々を取り巻く環境は有限であり，かつ人類だけのものでないことから，会員は地域

と地球の環境保全に対する最大限の配慮なしには人類の福祉と持続的発展は望めないと

の認識に立って行動する。  

 日本原子力学会の会員には正会員，推薦会員，学生会員からなる個人会員のほか，賛

助会員の企業または団体も含まれる。本倫理規程には，個人会員として守るべきものば

かりでなく，企業や団体という組織が守るべきものが多く含まれている。一方，組織人

は組織の利益を優先させ個人としての責任を軽視する傾向が強いが，組織の果たすべき

責任についてもそれを構成する個人の責任が大きいことを我々は忘れない。また，賛助

会員の企業または団体は，本倫理規程が遵守されるよう，率先して組織内の体制の整備

に努める。  

 本倫理規程は会員の専門活動について定めたものであるが，非会員が生じさせる原子

力分野のトラブルに対しても我々会員は一定の責任を有することを自覚する。すなわち

会員は原子力の分野において指導的役割を果たすことで，非会員も含めて原子力関係者

の倫理を向上させるよう努める。  

 よき社会人であるためには契約を尊重しなければならない。しかし法律に違反するよ

うな契約は無効であることを我々会員は銘記する。  

 以下に記す条項は，前文と憲章で述べた規範を実現するため考えるべき事柄である。

我々はここに記述した条項すべてを同時に守りえない場面に遭遇することも認識してい

る。そのような状況において，一つの条項の遵守だけにこだわり，より大切な条項を無

視しないよう注意することが肝要である。多くの条項を教条主義的に信じるのではなく，

倫理的によりよい行動を探索し，実行することを誓う。  

 個々の会員の倫理観は細部に至るまで完全に一致しているわけではなく，またある程

度の多様性は許容されるものである。しかしその多様性の幅についても明示していくよ

う，今後努力する。また，規範は時代とともに変化することも念頭に置き，我々は本倫

理規程を見直していくことを約束する。  

   

＜原子力利用の基本方針＞  

１－１．原子力の平和利用は，原子力発電のに関連する分野から，理学・医療・農業・
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工業等における放射線や同位体の利用技術に関連する分野まで，極めて多岐にわ

たっており，本会の専門分野はこれらのすべての分野と関連している。会員は専

門とする技術がその大小はともあれ災禍を招く可能性があることを認識し，その

技術を通じて人類の福祉に貢献するよう行動する。  

＜平和利用への限定＞  

１－２．原子力の利用目的は平和利用目的に限定する。会員は，自らの尊厳と名誉に基

づき，核兵器の研究・開発・製造・取得・利用に一切参加しない。  

＜諸課題解決への努力＞  

１－３．人類の生存の質の向上，快適な生活の確保のためには，経済の持続的発展とエ

ネルギーの安定供給，環境の保全という課題をともに達成することが必要である

が，それに至る道筋は明らかではない。これに資するため，会員は原子力平和利

用に具体的手だてを見出し活用するよう，不断の努力を積む。  

＜安全確保の努力＞  

２－１．会員は，原子力技術の取り扱いを誤ると人類の安全を脅かす可能性があること

をよく理解し，安全確保のため常に最大限の努力を払う。  

＜安全知識・技術の習得＞  

２－２．会員は，原子力・放射線に関連する事業，研究，諸作業において，法令・規則

を遵守することはもちろん，安全を確保するために必要な専門知識・技術の向上

に努める。  

＜効率優先への戒め＞  

２－３．会員は，原子力・放射線関連の施設において安全性の確認されていない効率化

を行わない。効率化すなわち進歩と誤解して安全性の十分な確認を行うことなく

設備や作業を変更しない。  

＜経済性優先への戒め＞  

２－４．会員は，原子力・放射線関連の施設の運転管理にあたり，経済性を安全性に優

先させない。また，資金不足を安全性の低下した状態を放置する理由とはしない。 

＜安全性向上の努力＞  

２－５．会員は，運転管理する施設の安全性向上に努める。安全性の損なわれた状態を

自らの権限で改善できない場合には，権限を有する者へ働きかけ，改善されるよ

う努める。 なお，原子力に関する諸活動において権限を有する者は，その職位

の重さを自覚し，安全性向上に最大限の努力を払う。 

＜慎重さの要求＞  

２－６．会員は，原子力・放射線関連の作業においては常に慎重に振る舞う。これまで

内外の原子力施設において作業の完了を急いだり手順を粗略にして大事故に至

った例を想起し，教訓とする。  

＜技術成熟の過信への戒め＞  
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２－７．会員は，原子力技術が成熟したとして安全性を過信しない。原子力開発の歴史

はいまだ１世紀に満たない。今後とも新たな技術的問題が出ることがありうると

して，緊張感を持って新しい事象が発生することに対し警戒心を維持する。  

＜公衆の安心＞  

２－８．公衆の安心は，原子力技術を扱う者に対する公衆の信頼感によって強化される。

会員は，自らの行動を厳しく律し，安全を確保する努力を通じて公衆が安心でき

るよう努める。公衆に「安心」を押し付けない。  

＜会員の安心への戒め＞  

２－９．会員は，公衆の安心を求めることで自らが安心してしまわないはならない。公

衆の安心は，原子力技術を扱う者がその危険性を十分に認識し，緊張感を保って

作業しなければ得られないすることによって得られる。  

＜新知識の取得＞  

３－１．会員は，専門家として常に自己研鑚に励み，関係する法令や規則，日々進歩す

る学問・技術を学び，自身の専門能力を磨く。古い定型的な知識だけをもって専

門家として行動することは慎む。  

＜経験からの学習と技術の継承＞  

３－２．会員は，経験から教訓を学び取る。特に原子力施設の事故や故障の経験からは，

できるだけ多くのことを学び，その再発防止に努めるとともに，技術・知見の継

承に努める。  

＜関係者の専門能力向上＞  

３－３．会員は，専門家として自らが研鑚に励むだけではなく，専門能力を有すべき周

囲の者，特に自らの監督下にある者の専門能力向上にも努力し，機会を与えるよ

う努める。  

＜正確な知識の獲得と伝達＞  

３－４．会員は，専門家として自らの知識を正確なものとするよう常に努力するととも

に常に正確な知識の獲得に努め，その知識を周囲の者に伝えるよう努める。特に，

専門家でない周囲の者に対しては，正確であると同時に分かりやすく説明する。 

＜能力向上のための環境整備＞  

３－５．会員は，所属する組織において自分自身や周囲の者が専門能力向上に励みにく

いを阻害する環境にあるときには，その環境を変えるよう努める。  

＜自己能力の把握＞  

４－１．会員は，行おう遂行しようとしている業務が自らの能力不足のため安全を損な

う恐れがないか，常に謙虚に自問する。時間不足や資金不足等も能力不足に含ま

れる。  

＜所属組織の災害防止＞  

４－２．会員は，所属する組織が安全確保のため十分な努力を払っているかを見極め，
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万一不十分なときは必要に応じ構成員の意識改革を図り，また組織を変革するよ

う努める。  

＜他の組織による監査＞  

４－３．会員は，所属する組織が自ら安全確保のための努力を払っているのみならず，

適切な他の組織の監査を受け合格しているかどうかを見極める。適切な監査体制

がない場合にはそれを設けるよう努める。  

＜公的資格に関する法令遵守＞  

４－４．会員は，原子力分野の公的資格を必要とする業務を資格なしで行わず，無資格

者に行わせない。  

＜公的資格の尊重＞  

４－５．会員は，所属する組織が原子力分野の公的資格を尊重しているかを見極め，十

分尊重していない場合には尊重させるよう働きかける。組織は所属員の公的資格

取得に積極的に取り組み，公的資格取得者を優遇する。  

＜正確な情報の取得と確認＞  

５－１．会員は，専門家として正しい情報を取得し，その正しさを自ら確認する。安全

に係る情報は，公衆や環境に大きな影響を与える可能性があるので，特に入念な

注意を払う。  

＜情報の公開＞  

５－２．原子力の安全に係る情報は，適切かつ積極的に公開する。適切な公開を可能と

するため，組織はあらかじめ情報公開に関する手順を定めておくことが望まし

い。会員は，その情報がたとえ自分自身や所属する組織に不利であっても，公開

を妨げないする。情報の意図的隠蔽は社会との良好な関係を破壊する。  

＜守秘義務と情報公開＞  

５－３．会員は，組織の守秘義務に係る情報であっても，公衆の安全のために必要な情

報は，これを速やかに公開する。この場合，組織は守秘義務違反を問うてはなら

ない。 まして，組織内において不当な扱いをしてはならない。 

＜非公開情報の取扱い＞  

５－４．原子力に係る情報でも，核不拡散や核物質防護，公衆の安全・利益等のために

公開することが好ましくないものについては公開する必要はない。ただしその場

合でも，会員はあらかじめそれを明示し，公開できない理由を説明する。  

＜説明責任＞  

５－５．会員は，専門の業務について，その目的・方法を他者に分かりやすく周囲の者

全てに説明する責任があることを忘れない。特に専門家でない周囲の者には，分

かりやすく説明する責任がある。直ちに説明が難しい場合には，説明する方法を

自分自身で，または周囲の者との協力により構築する。  

＜社会における調和＞ 
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５－６．会員は，専門的な知識の説明において，一方的な価値観を押し付けることなく，

社会における調和に努める。 

＜科学的事実の尊重＞  

６－１．会員は，事実を尊重し，科学的に明白な間違いに対しては毅然とした態度でそ

の間違いを指摘し，是正するよう努める。  

＜科学的事実の普及＞  

６－２．会員は，専門知識を分かりやすい形で広め，公衆が理性的に自ら判断できるよ

う，情報を提供することに努める。  

＜誠実な行動＞  

７－１．会員は，雇用者の代理人あるいは依頼者の受託者として業務に従事する場合，

雇用者あるいは依頼者の了承なく他の団体または自らを含めた他の個人に利益

をもたらすことを避ける。  

＜報酬等の正当性＞  

７－２．会員は，業務にあたりリベート等を受け取らない。リベート等の受け取りは，

たとえそれが雇用者や依頼者の利益を損なうものでない場合でも，自由競争を損

ね，社会の利益を侵す。業務に対する報酬等は常にその正当性を他者に説明でき

ることが必要である。  

＜組織の私的利用＞  

７－３．会員は，勤務時間内に本務以外の業務を行うことも含め，所属する組織の了承・

許可なく，組織に帰属する人的・物的・知的資源等の財産権を侵さない。  

＜利害関係の相反の回避＞  

７－４．会員は，雇用者の代理人あるいは依頼者の受託者として業務を行う際，利害関

係の相反の回避に努める。自らが所属する組織を規制・監督する立場にある組織

の代理人または受託者として規制・監督に関する業務を行うことは慎む。新たな

業務を行う際，潜在的な利害関係を含め利害関係を有する業務を既に行っている

場合には，このことを雇用者または依頼者に開示する。  

＜指導者の規範＞  

８－１．組織の中で指導的立場にある者は，組織内の模範となるよう，業務上の責任と

業務にかかる説明責任を十分認識して行動する。  

＜専門分野等の研鑚と協調＞  

８－２．会員は，専門とする分野について自己研鑚に励むとともに，関連する専門分野

について理解を深め，これを尊重し，業務の遂行にあたり常に協調の精神で臨む。 

 


